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【医療保険制度の体系】
後期高齢者医療制度

約14兆円

"75歳以上 1 
・約1，500万人 | 

l"保険者数.47(広域連合) ) 

75歳
ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・ー._---------------・・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・園田圃・・・・・・・・・・・・・・

前期高齢者財政調整制度(約1.400万人)約6兆円(再掲)

65歳 i 退職者医療(fJly--B
過措置) ¥明山刀〈

国民健康保険
(市町村国保+国保組合)

r.自営業者、年金生活者、 可
非正規雇用者等 | 

・約3，800万人 | 
〈保険者数:約1，900 ) 

約10兆円

※1 加入者数・保険者数は、平成24年3月末の数
※2 金額は平成25年度予算ベースの給付

協会けんぽ(旧政管健保) 健康保険組合 共済組合

[一の朽問リト…一
.約3，500万人

-保険者数:1 

¥
-
-E

J
 

O
O
 

人

:

5
数

員

ω者

務
卯
険

仏
凶
作

-大企業のサラリーマン 、
|・約3，000万人

に・保険者数:約1，400 ノ

約5兆円 健保組合・共済等締5兆円
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各保険者の誌較
協会けんぽ

1 

3，488万人
被保険者1.963万人

被鉄養者1.525万人

137万円

一世帯あすこり (※4) 

242万円

919万人
被保険者452万人

被扶養者467万人

(平成23年3月末)

加入者平均年齢 I r-̂ "....... I ，...........- I .... A ~__ I 33.4歳 s 
I 5 O. 0議 I 36. 3癒 I 34. 1歳 1 181.9最(平成23年度) I "" "". '-'l'J'"' I .......... ...._ I .......，.. .'..... I (平成22年度) I 

65-74歳の割合 I 3 1. 3 % I A ...， nL  I ，.， t=' nL I 1. 6 % I I ~_ ~...._ ~.:.~ I 4. 7 % I 2. 5 % I . ~ _'___V_7~ . I 2. 8 % (※2) 
(平成23年度) I (平成22年度) I --r.， 'u I ~'"....， 'V I (平成22年度) I 

加入者一人当たり医療費:1 29. 9万円 1 .. t= n -=m 1 .. A ，.， -=m 1 1 4. 4万円
1 1 15.9万円 1 1 4. 2万円 | (平成23年度) I (平成22年度) 1 ' ..... ~ "J' • 1 I "'T. ....，J，. 1 (平成22年度)

eo
同

※

一

)

紅

一
担
ゆ

担

一
負

M

負

一
費

吋

料

一
公
均
一

駿

一

問

保

一

公費負担額(※7)

i平成25年度予算へ-J.)

市町村留保

1.71 7 

3，520万人

(2.036万世帯)

84万円

一世帯あたり
145万円
(平成22年度}

8. 1万円
一世帯あたり

1 4. 2万円
{平成22年度}

9. 7%  

給付費等の 50%

3兆4.392憶円

組合健保 後期高齢者医療制度共済組合

85 
{平成23年3月末}

1， 443 47 

2.950万人
被保践者1，555万人

被扶養老1，395万人

1河 473万人

保険者数
(平成24年3月末}

加入者数
(平成24年3月末}

91. 8万円

加入者一人当たり

平均所得 (※3)
(平成23年度)

加入者一人当たり

平均保険料
{平成23年度)(※5) 
〆事象玄負担込〉

198万円

一世帯当たり (※4)

374万円

229万円

一世帯当たり (※4)

467万円
(平成22年度}

80万円
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(~'1 ， 市町将司自量の加λ者費量、加入者平匂年齢、也会けんI王‘結合包傑及び後期高齢脊震.制度については逮穏健である.

バ・

7. 2%  

給付費等の 16. 4%  

1兆 2，186億円

6. 3万円

5.0% 

財政窮迫組合に対する
定額補助

4. 9%  (平成22年度} 7. 9%  

給付費等の約 50%

なし

1 5億円 6兆5.347億円

(*21一定の陣容の拭態にある旨の広.蓮舎のa定を受けた者の割合である.
f型車3ii宮町村田保及び後期高齢者医犠制度においては、f総所得金書量[収λ総額から必要経費.給与所得度除、公的年食寄鐙臓を.し引いたもの}及び山林所得金書量JI二『鑓畿失の縁組捜除額J.!:f分.績議所得金蹟」を加えたもの.

市町村国傑は『国民値康保験実態調査J.後綱高齢者医療制度は『後期I高齢者医療制度検傑験者実態調・査jlニよ晶もので、それぞれ前年の所得である.

也会けんI王.組合.~量‘共済組合については『加入者白人あたり係強科の慮線対象となるIlJ(纏車報鋪総訟を加入者豊富で割ったもの》晶、ら給与所得鐙除に相当する額を総いた，考値である.
!14l雛保顕著ー人あたりの金癒を表す.

強制加入者一人当たり保陵終績は、市町村回線・盛期高働者窓療制度は褒隼分保険終.~I置、被用者傑践は決算における保険料随を盆に指針. 偉験料績に介庫分は含まt.;:い.
丑~6 } 保験科負拘.，草、加入者一人当たゆ平匂傑検斜を加入者一人当たリ平均所帯で除した創.
cu，介iI納付令及び特定健$'特定保健指導、保険斜経滅分等に討する負担金・織助金は含まれていない.



国保財政の現状 | 

高額医癒費共同事業桜1

0 高額な医療費(1件80万円超)の発生
による国保財政の急激な影響の緩和を

図るため、各市町村国梶からの拠出金

を財瀬として、都道府県単位で費用負
担を調整し国及び都道府県!ま市町村の
拠出金に対して1/4ずつ負担。

業規模:3.180信円

。 低所得者数に応じ、保障料額の一

定都合を公費で支援。
事業規模:970億円

(園 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4)

0 低所得者の保険料軽減分を公費で
支援。

規模:4.200億円

3/4、

医療給付費等総額:約113，000億円

財政安定化支援事業

保険料

(31， 900槽:円〉

問事業

保陰財政共間
安定化事業

j 法定外一般会計繰入 l 
i 約3，500億円※3 : 

調聾受付金

(9%)※2 

7.400億円

都道府県踊盤交付金 ! 
(9%)滋2I 

6.800億円 E 

50% 

後 1 1JL成22年度から平成26年度までfi定借置。平成27年度以降信久化.

前期高齢者
支付金

(25年度予算案ベース)

0普通調整交付金(7%

市町村間の財政力の不均衡
等(医嬢費、所得水準}を謂
するために交付。

0特別調整交付金(2%

画一的な測定方法によっ u

措置できない特別の事情(災
害等}を考嘉して交付。

0国保・被用者保績の65轟か ー
ら74農の前期高齢者の偏在 i
による保験者聞の負担の不

均慣を、各保険者の加入者数
に応じて謂整。

公費負担額

国計 : 32. 800億円

都道府県計:11.000億円

市町村計: 1.300億円

米:2 それぞれ給付費等の9%、 32%、 9~もの割合を基本とするが、定奪回庫負担等のうち一定額について、財政認整機能を強化する観点から鑓の調盤交付金に緩りかえる等の
法律上の措置がある。

*3 平成23年度決算(速報健}における決算繍壌等の目的の豊富 ※4 退軍襲被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金様であり、実態の交付額とは異なる。

3 
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( 市町村国保の構造的な問題への対応の枠組み 1 
1τ写面積房一一一一一一一一寸|

① 年齢構成が高〈、
藍療費水準が高い

.65-74爺の割合;国保(31.39也)、健保組合(2.69也)

・一入あたり震療費:国保(29.9万円)、鍵保組合(13.8万円)

IZ財政基盤 11 

②所得水準が低い
a加入者一人当たり平均所得:留保(84万円)、健保組合(195万円(推計))

・祭所得世帯割合:23.4%

③ 保険料負担が重い
・加入者一人当たり保険料/加入者一人当たり所得

市町村国保(9.7崎)、 健保組合(4.8%)

※櫨保は本人負担分のみの推計値

④ 保険料(税)の収納率低下

- 高齢者医療制度

- 財政基盤の強化

① 財政基盤強化策(平成22-25年度の暫定措置)の恒

久化【平成24年留保法改正】

② 低所得者の保険料に対する財政支援の強化

うち決算舗でん等の目的 :約3，500樺円

4) 

- 財政運営の都道府県単位化の推進【平成24

年国保法改正}

・ 財政調整機能の強化【平成24年国保法改正】

大:2.6借(沖蝿県) 量小:1.2倍{富山県)

最大:6.5倍(秋田県) 量小:1.3倍(富山県)
最大:2.8倍{長野県) 量小:1. 3倍(富山県)



国民健康保険法の一部を改正する法律の概要(イメージ) (平成24年4F.J5B成立)

{(1)財政基盤強化策の恒久化 ] 

市町村国保の安定的な運営を確保するため、平成22年度から平成

25年度までの暫定措置となっている市町村田保のf財政基盤強化

策d 公設2.000億円jを恒久化する。

来 財政基盤強化策として、保障料軽減の対象となる低所得者数に応じた、市

町村に対する鮮政支援や、高額医療費に関する市町村に対する財政支援を

守っている。

[(2)財政運営の都道府県単位化の推進 } 

市町村田保の都道府県単位の共同事業について、平成27年度

から、 事業対象を全ての医療費に拡大し、財政運営の都道府県単位

ヒを控進する。

※ 現在、1件30万円を超える医療費について、都道府県内の全市町村が被

保験者数と医療費実績に応じて共聞で負担。

{ω財政調整機能の強化 ] 

都道府県の財政調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業の

拡大の円滑な推進等のため、平成24年度から、都道府県調整交付

金を給付費等のマ%から9%に引き上げる。

・来 これに伴い、 定率国庫負担を34%から329もとする。

※ 都道府県調整交付金は、地域の実情に応じて、都道府県内の市町村間の

医療費水準や所得水準の不均衡の調整や地域の特別事情への対応のため

に交付。

[ (4) -fO)ftg ]財政基盤強化策の恒久化までの問、暫定措置を1年間
(4)その他 (平成26年度まで)延長する等、所要の措置を講ずる。

[ 施行期日 (適用日u~ ~ ~ 、 ω 平成持4月 1 日
(3L (4)平成24年4月1日

5 

留保財政のイメージ

医療給付費等総額;約11兆3.000億円

(25年度予算ベース)

{法定外一般会話i線入 3.500億円}

ー曹司陶酔ー---・ ーーーーー 白骨骨ーーーーー~ - - -ーーーー 調整交付金(国)

(9%) 

7，000億円

保験料

3~~2，∞o億円
定率国産負担

( 32%) 

2~M，000穂円

財政基盤強化策桜
(暫定措置→恒久化) 都道府県調整交付金

保険料軽誠制度 (9%) 

4，∞o億円 7，000億円

保険料50% 公費50%

必財政基盤強化策には、恒久化する hc.(7)公貸3.nOO@flJのほか、

財政安定化支提のため地財措趨(1，ooofむ11])がある.

※法定外 a般会計締入は‘ド.5X.23年度決碍{速報値)ベース

帽田園・・1

前
期
高
齢
者
支

九
金

抱
∞

円

u
m億

四 四 園 田 吋
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市町村田保の低所得者に対する財政支援の強化 (2，200億円)

@ 低所得者保険料軽減の拡充や保険者支援制度の拡充により、財政基盤を強化する。
(-2.200億円程度、税制抜本改革とともに実施。)

((f国保に関する盟と地方の協議J提出資料より》

1.低所得者保険料軽減の拡大 (500億円程度)

• 5割軽減・ 2割軽減世帯の基準額の引上げ (さらに保険料が軽濃される者 :約4∞万人)*27年度ベース

合5割軽減対象弁年収117万円以下 → 178万円以下

?を2寄j軽減対象x-イド収223万円以下→ 266万円以下 (※いずれも、夫婦、千1人で夫の給与収入のみの場合)

2.保験者支援制度の拡充 (1.700億円程度)

-保険料の軽減対象者数に応じた保険者への財政支援の蛇充
-保険料水準全体を抑制する効果 (対象者:金被保険者(3，500万人))*27年度ベース

樺陵料額

，・ a・・.

7割
軽減

協所得者が多い保験者に刻する財政支援の魅売

応益分(約50%)

保験料軽減対象者を拡大
(400万人〉

倍所得者保験料軽減の甚大

所得



| 国民健康保険制度に関するスケジュール | 

平成2S年度 ! 平成26年度

上半期 i 下半期 j 上半期 | 下半期
(4.......9月) I (10.......3月) I (4.......9月) 1(10.......3)9) 

消費税去き上げ ! 
(5%ーう 8%)

平成27年度

上半期 ! 下半期
(4.......9月) I (10.......3月)

消費税引き上げ

(8%→10%) 

271.1。
一一ー...1.回目司園

低所得者保険料軽減や保険者支援制度の拡充 (-2，200億円程度)

【政令改正・税制改正】 <消費税引き上げ時 (80/0又は lOo/~)に実範〉

7 

-保険財政共同安定化事業の
対象を全医療費に拡大し、

財政運営の都道府県単位化を

推進

【平成24年度国保法改正】



沓

。は新規事業、Oは拡充券業

特別会計 I? 霞民健康保険事業会計(事業勘定〉

(単位:千円)

{法鍵悩社同 科段

鼠人

H25予算額 I H24予算額 科打

議出

IJ25予算額 IJl24T'担額

福祉U's I1国民健成保険料

保険年金管理課 1 ・損勾賦課分

-滞納繰脇分

2i司氏健康保険税

3一部負組金

4{吏伺科及び手数料

5 国主髭Jdi1金

6H持獲給付1能等交付金

7前期高齢.ff交付金

8 県支出金

9共同事業交付金

10財産収入

11練入金

岱一般会計繰入金

基線:安定{軽減〉

.基盤安定(文援}

=職員給与貸さ事

iHim:育児一時金

.財政安定化

-その他
ト a 一一一一一一

窃J，t;金繰入金

12繰越金

13諸i訳入

19，380.603 

18，238，021 

1，112，582 

8，270 

2 

14，96a，008 

3，370，153 

20.631，659 

3，978.2211 

ロ4，3051

2，，1051 

6，27司
6，273，800 

2，052，6] :3 
炉・

19，501.38111総務資 1 1，145，2141 1，235，018 

18.50.'t，3RII .一般職員 I 629.39剖 664，591 
一一一一唯一一一一一一一一一一一一一一一一一一←一一__.A___ 同 f- 咽跡調 ー→

1，000.0001 .非常勤嘱託 I 57.1991 66，138 

8，8241 . '事務費 I 158，62剖 501，289 

212保険給付費

III ・療養給付俊

17，05:丸284

2，906，615 

-療養食

湾総療議後

18.143.2431 ・審査文払手数料

3.:J66，2851 ・その他給付費

げ制4513後 燃 溺 齢 制 媛 金 等 !

問814前期高齢設納付命等

附 2.80015老人保健拠出会

ω12，80016介護納付金

2，015，78017共同事業施間金

450，0851 424，13318保健 1評楽費
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5.529，835 5，590.116 
均一

95.358 97.131 
ー

H8.768 440，637 

lO，a67，75o 10，036，006 

12，964 21，050 

458 1，71-1 

4.337.722 3.895，667 

9，24.4，926 7，906，406 

562.148 569.019 

178.Eド18 482，750 

83，500 86，269 

2，105 198 

2.0∞ 2，000 

109.451 74，185 

516.730 70，000 

77，948，000 75，402.000 合計

255，983 

306.281 

2，061，412 

2 

125.560 

243.6001 ②保健事業~

m0.38019基金穣立令

初制12110公償資

2肌側111d積立出金

2112 i'俗資

84.310 

合計77.948.0001 75.402，000 

正反な事業の内若手

1議入1

1['1<1民健康保険料
. {泉険料収

{歪療分
後期品約夜j{t量余分

介護分

・予定収納ヰE

現主手紙諜分

滞納線経分

所得さ;f率
6.7% 
2.5%， 
2.7% 

86.7% 
17.85% 

19.380.603 

均33設額

28，000円
9.BOOP1 

19，OuOPJ 

、ド等書1.様

22.200円
7.600円

被保障者数

193.900人
容者得数

113.400 !止 ~if

5間続;文出金 1 '1. 963，008 
- 療養給付1をき~ß組合 d 

保険給付費、後期高齢者主援金及び介護納付金に裂する経費の32%の負担金

.をきi盛調態交付金

保険者の財故事情怜により配分される交付金

(保険給付費、後期高齢手L5<:般金及び介;獲納付命に習する経費!の7%)
.特別調教交付金

保険~.の阿保連白営体制警により不定率で配分される交付金

( f尿検給付費、後期必僻一千?支接余及び介議納付金に裂十る純資の2%)

10 



資料 1

7前期潟齢者交付金 20ぷ31，659
割f呆・ ;被剤密保険空宇の~t誌の前撒高齢おのi医療費負棋の不的衡を欄粧するための交付金

8!然支出金 3，978，221 
-解放澗幣交付金

保検給付後、 t愛知j高齢者支鑓金及び:介護納付金に婆ナる経費の8'16の交付金

・よi才教調華民交付金(特別分)

保検:-11ーの財政事務等により配分される交付金

{保険故村費、後期高熱省、;支援苦言及び介護納付金に要事する経費の1%)

9共同事業交付金 9，214 ， ~~U5 

"，弱震:oa疫機鈴共r，iJ:!j!卒業交付余
線内市型r[の拠出による母務総で、 lf牛あたり80万円合格えるlt送糠i笠E経費を対象とする交付金

0 ・保険財政共同安定化事業交付金
線I}~市罰fO')拠出によるJtj1:毒事業で、 1 件あたり lO万円以上80万円以下の隠療費を対象どする交付金

※平成25年度よりがj:あたり30万円以上船万円以下から10万円以上80万円以下へ対象を拡大

11鎌入金 ß.27~~ ， 801 

l!i受Ul)

・一般会計練入念
法定分:基穣安宅繰入金、 l隊員給与実骨繰入金、lJ:l藤和臣一時制~入念、
訟定分:財政主主t主化支援事業繰入余
法定外分:その他棋入金(財政補填1)(;))

1総務費 1，14fi，214 
問民鵠康保険事業運営{こ係る職員の人件費、むミ!民;鍵液保険料の紙繰徴収及び結納処分に要する

事務費等

2保険給付焚 51，6'16，226 

-様凝給付費

被fゑ I~宥め教授義の給付f判決脅魚知鱗
輸療苦主演ト
緊怒やすp告と符ない本f脅さî'~こより療養の給付金受げられなかった場合に補充が:JJ勢遺としてfTうもの

.高専i鱗療を宅資
曜を業;こ婆じた費照が著しく高舗であるとときに支給するもの

:3後期高齢者支援金等 lu，367.756 
後期高齢者医療樹!置の逮党'のため、保険者の拠出金書と役会保険診披毅務i支払基金に納付し、

後期高齢者医療給付に製する絡費常食嫁するもの

6介護納付金 生，337，722

介護保険事業の運営のため、被保険符ーのうち特設から64iiままでの介護第記号被保険者に係る納付

金を校会保検診療報欄主払lJt1訟に納付し、介議保険給付に獲する経費を負担寸るもの

7 #1.;持事業拠出金 9，244，926 
-高楼医療費拠間金

県内市町の拠出による共同事業で、 H牛あたり80])持を越える必瀬保療費を対象とする拠出金

0 ・保険財紋共liJ)安定化事業拠出金

l県内市町の拠出によるまさ岡本業で、 1件あたり10万円以 i二80万円以下の原線授を対象t:寸る拠出金

※平成25年度よりuヰあたり30)]円以上80万持以下がら10万円以上80万Pi以下へ対象を拡大

8係機事業後 562.148 
-特定健診事業?を

40械から74織のE護保加入惑"に対して、生活潟悦般の子・坊と鰭主義ーの維持i曾携を際的として究~1~!îする
特定隊機総資・特定保健指J議に!裂する殺防 予定受Z多様30%)

1 1 



平成25年度 国民健康保険料確定賦課状況

{単位.円)

~ 
全体 医療分

平成25年度 平成24年度 差 平成25年度 平 成24年度 差

鵠定世帯数 (世努) 115.574 117.087 ム1.513 115.574 117.087 ム1.513 

調定被保険者数 (人) 193.060 198.697 t::. 5.637 193.060 198.697 ム 5.637

市民税諜税標準額 136.印0.891.928 138，539.987.217 t::. 1. 939， 095. 289 136.6∞.891，928 138.539，987.217 ム 1.939ω5，289

所得割額 14.150.153，461 14. 367. 028. 162 i:;，. 216.874. 701 9.094，242.757 9.199，510.475 i:;，. 105.267.718 

算 応能割言十 14.150.153.461 14.367.028.162 企 216.874.701 9.094.242，757 9.199，510.475 i:;，. 105，267.718 

均等動j額 8.505.245.659 8‘772.326.944 t::. 267.081.285 5，365.268.304 5. 507. 361. 338 ム 142尋 093，034
出

平等割額 3.238.039.232 3.258.151.205 d. 20，111，973 2，412.232.012 2.427.214.8∞ f::" 14. 982， 788 

緩 応、益割言十 11. 743， 284守 891 12.030.478.149 ム 287，193.258 7.777.500.316 7，934.576.138 ム 157.075.822

4z〉=z• E十 25.893.438.352 26，397.印6.311 ム 504.067.959 16.871. 743， 073 17. 134.086.613 ム 262.343.540

7fl軽減 1. 554.157.944 1， 564. 299. 673 ム 10.141.729 1. 041. 131.338 1‘044.462.433 ム 3.331.095
ーーーー ーーーーーーー 一一一一一 ーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーー 一 一

H牛数) 26.364 26.443 t::. 79 26‘364 26.443 ム 79

5割車主滅 268.598.843 269.742.964 ム 1.144.121 179.172.116 179， 109.517 62，599 
ーーーーーーー 一 一 ーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーー

車主 ( i牛数) 4.365 4，372 ム 7 4. 365 4.372 ム 7

鐙
滅 2fJ軽減 260，075.754 260，463，174 ム 387.420 175，815，680 174，986，052 829，628 

ー一ーーーー ー一ーー』ーー 一一一 一一一ー一一一一ー

内 (i牛数) 13， 192 12，975 217 13. 192 12.975 217 

"廿句 1割減額 92.212，772 95.285.068 ム 3.072. 296 61.967，158 63.805.798 ム 1.838.640
ーーーー ーーーーーーー 一一一一一 ーーーーーーーー ーーー ーーー園田ー・・ーー一 一一

桧 (件数〉 8，476 8，661 ふ 185 8. 476 8.661 ム 185

E十 2.175，045.313 2.189.790，879 ム 14.745.566 1.458.086.292 1. 462. 363. 800 t::. 4.277. 508 
.._-- ーーーーーーー 一一一一 一 ーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーー

{件数) 52.397 52.451 ム 54 52， 397 52.451 ム 54

額
磁f!l超過額 2.561.339，197 2，497.589.907 63，749.290 1，382.029.935 1，325，315.520 56.714，415 

ーーーーーーー 一 一 ーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーー

〈件数) 6.918 7.147 t::. 229 3.132 3.201 ム 69

緩和額 17.633，828 21. 068.281 ム 3.434.453 13.051， 914 15，538.553 ム 2，486.639

端数 11，147，613 11，288，696 ム 141，083 5，297， 188 5.249.040 48. 148 

接E余韻富十 4.765，165，951 4.719.737.763 45.428. 188 2.858.465.329 2.808.466.913 49.998.416 

調定額 21. 128，272. 401 21.677， 768，548 ム 549.496，147 14，013.277. 744 14，325.619.7ω ム 312.341.956

1t世帯当たり保検料 182.812 185. 142 ム 2.330 121，249 122.350 ム1.101 

1人当たり保険料 109，439 109.100 339 72， 585 72.098 487 

所得割 (%) 6. 7 6. 7 0.0 

均等書1I(円) 28.000 28∞o 。
平等審1I(円) 22， 200 22.200 。
賦議限度額 {何) 510， 000 510.000 。
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資料2

{単位:円)

~ 
後織高齢者支接金分 介護分

平成25年度 平成24年度 差 平成25年度 平成24年度 差

誤定世手持数 115.574 117，087 ム1.513 56. 332 59. 120 ム 2.788 

識定被保険者数 193，060 198.697 ム 5.637 68，054 73.003 ム 4，949 

市民税課税標準額 136. 600， 891. 928 138、539，987守 217ム 1.939.095.289 62，996.091.706 66.285.497.370 ム 3，289.405.6倒

所得割額 3.393.357.640 3.432.636，823 6 39.279. 183 1. 662，553.064 1. 734.880.864 6 72. 327.8∞ 
算 町、能割百十 3.393，357.640 3.432， 636. 823 ム 39，279.183 1. 662.553.064 1， 734， 880. 864 ム72.327.8∞ 

士均等書評j額 1. 877. 841.936 1.927.574.529 6 49， 732. 593 1. 262. 135. 41 9 1. 337.391. 077 6 75. 255. 658 
出

平等割額 825.807.220 830，936.405 6 5.129.185 一

額 応主在割言十 2.703.649.156 2.758.510守 934 654を 861.778 1.262，135.419 1.337，391.077 ム 75.255.658

4c』z ま十 6.097.∞6. 796 6.191. 147，757 6 94，140.961 2.924，688.483 3.072.271. 941 6 147. 583，458 

7割軽減 361. 460， 239 362. 653， 868 ム 1.193.629 151. 566. 367 157.183.372 ム 5.617.005
司'ーーー ーーーーー・ーー・ 一一一一一 ーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーー一 一一

{件数) 26，364 26.443 ム 79 10.984 11. 313 ム 329

5芸IJ軽減 62.372. 320 62.354.310 18.010 27.054.407 28.279.137 ム 1.224，730
ーーー・ー 岨嗣骨骨骨骨ー 一一一一一一一 ーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーー 一一一

事至 (件数) 4.365 4， 372 ム 7 2. 271 2.345 ム 74

控
滅 2書IJ軽減 61，123，143 60，840，778 282.365 23.136.931 24，636.344 ム1.499.413

』ーー一ーーー 一 一 一一一 一一一一ーー一ーー

肉 ( 1.牛数) 13，192 12.975 217 5. 359 5.641 ム 282

廿.，... 1割減額 21. 556. 365 22.198.179 ム 641.814 8， 689. 249 9.281.091 ム 591，842
ーーーー ーーーーーーー 一一一 ーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーー一 一一

書象 (f牛数) 8.476 8.661 d 185 3. 822 4.065 d 243 

言十 506守 512，067 508，047.135 ム 1，535.068 210.446，954 219.379.944 ム 8.932. 990 
ーーーーーーー 一一一一一 ーーーーーーーー ーーー ーーーーーーーーー ←一一一一一ー-一一

{件数) 52.397 52，451 ム 54 22， 436 23.364 ム 928

額
限度超過額 712.290.258 694.423.469 17.866.789 467.019.004 477. 850.918 ム 10，831.914

一一一 --ーー一ーー ー』ー ーー』ー-ー一一一ヤ一一一一一 一一一一

(1，キ数) 5.641 5. 764 d 123 4. 473 4. 764 d 291 

緩和額 4.581，914 5， 529. 728 ム 947.814 。 。 。
立舗数 4.333.242 4，423，407 ム 90.165 1. 517、183 1，616、249 ム 99.066

控除額計 1. 227. 717. 481 1. 212. 423， 739 15.293.742 678.983. 141 698.847.111 6 19.863. 970 

誤定額 4.869，289，315 4.978.724.018 ム 109.434. 703 2.， 245.705.342 2，373.424‘830 6 127.719.488 

1t堂宇野当たり保険料 42，131 42.522 ム 391 39. 866 40. 146 ム 280

1人当たり保険料 25，222 25.057 165 32. 999 32.511 488 

所f等書評IJ (%) 2.5 2， 5 O. 0 2. 7 2. 7 0.0 

士均等書評IJ (円) 9.800 9. 800 。 19.000 19.000 。l

平等割 {円) 7.600 7，600 。 一
紋議限度額 (円) 140，000 140，000 。 120，000 120.0∞ 。
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資料3

平成 25年度圏民健康保検料軽減 ・減免状況

1 確定獄諜碕軽減世帯数

平成 25年度 平成 24年産

認定世帯数 115，574世帯 (100.0%) 117， 087世帯 (100.0%)

7事l章受滅 26.364蛍得 (22.8%) 26，443世帯手 (22.6%) 

軽
5割軽減 4.365世構 ( 3. 8016) 4.372世帯 ( 3. 70/0) 

滅
2割章受滅 13， 192世帯 (11. 4%) 12.975世帯 (11. 1 %) 

内
開谷』、

1割減額 8，476世帯 ( 7. 3~ω 8， 661世帯 ( 7.40;o) 

き十 52，397世帯 (45.3%) 52，451世帯 (44.8%) 

2 第 1期減免申請件数 〈単位:i牛)

葵区 駿河区 潜水区 言十

H25 H24 H25 H24 H25 H24 H25 H24 

生活保護 6 6 8 6 10 4 24 16 

就学援助 67 74 70 40 64 56 201 170 

災害 〈饗災以外〉 2 。G 。 3 

災害 (護災) 。 G 3 

傷病 2 。 2 2 5 4 8 

解庫、倒産 4 6 2 6 9 

その他 。5 2 3 。。2 8 

き十 81 93 81 53 79 69 241 215 

14 
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平成 25年度当初納入通知書の照合せ状況

1 期 間

平成25年 6Fl178(舟) .....， 6 Fl 28 8 (会)

2 電話時合せ件数

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

開会せ内容

納付惑が愚かない

納付額が前年と比べて惹くなった

納付額が高い

社会保験〈後期高齢)に加入している

のに納付議が届いた

納付蓄が2還送られてきた

納付審撃に記載されている住所と違う

住所iこ送付してほしい

簡易議書留郵便について

その他

富十

その他 ・保験料の計算方法について

-特別徴収{普通徴収〉について

.支払方法について

-納付義務者について

.関易申告について

・鎌養費について

15 

資料4

平成 25年度 平成 24年度

45件 69 1牛

497 i牛 1. 246件

1651牛 30511牛

151件 177件

6件 8 l'牛

1件 1 11牛

50件 571!牛

ト044件 1.007 l'牛

1， 959 1キ 2，870 l'牛


